
令和７年度 第１回奈良県政府調達苦情検討委員会 議事録 

 

１ 開催日時 

   令和７年１０月２７日（月） １５時００分～１６時００分 

 

２ 開催場所 

   奈良県庁舎４階 Ａ４１会議室 

 

３ 出 席 者 

（１） 委 員 … 戸城委員長、若林委員、佐々木委員、岩垣委員（ 西村委員 欠席 ） 

（２） 事務局 … 会計局総務課 上原課長、甲田課長補佐、松村係長、山本主査 

（３） その他 … 松山会計局長 

 

４ 議 事 等 

（１） 委員長の選出について 

 事務局(上原)： 本委員会の委員長を選出していただきたいと思います。奈良県政府調達苦

情検討委員会規則第５条第１項に「委員会に委員長を置き、委員の互選によ

ってこれを定める」と規定されております。従いましては、委員の皆さまで

選んでいただくことになりますが、いかがいたしましょうか。 

 若林委員： 戸城委員は、平成 28 年から本委員会の委員を務めていただいていますの

で、委員長に適任かと考えております。よろしくお願いできれば幸いです。 

 事務局(上原)： ただ今、戸城委員を委員長にというご提案をいただきました。皆様、いか

がでしょうか。 

 各 委 員： 異議なし。 

 事務局(上原)： それでは、戸城委員、本委員会の委員長をよろしくお願いします。では、

委員長にご挨拶をいただいた上で、以後の議事進行につきましてお願いした

いと存じます。それでは委員長、よろしくお願いします。 

 戸城委員長： 皆さまにご推挙いただき、お引き受けすることとなりましたので、よろし

くお願いします。それでは、委員会規則第６条第１項の規定に基づき、会議

を招集します。本委員会の成立要件は、委員会規則第６条の規定により「過

半数の出席」となっております。本日は、西村委員を除く４名の委員にご出

席いただき、会議が成立していますので、これより議事を進めさせていただ

きます。会議の進行にご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 



 戸城委員長： まず、委員長代理の選出の件でございます。委員会規則第５条第３項にお

いて、「委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員

長の指名する委員が、その職務を代理する」と規定とされております。この

規定に基づき、委員長代理を指名させていただくのですが、若林委員、いか

がでしょうか。 

 若林委員：承ります。 

 戸城委員長：ありがとうございます。それでは、よろしくお願いします。 

 

（２） 議題１：会議の公開・非公開について 

 戸城委員長： 議題１「会議の公開・非公開」について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 事務局(甲田)： 規程集の「奈良県政府調達苦情検討委員会の会議の公開について」をご覧

ください。「委員会の公開又は非公開」の考え方につきましては、平成 20 年

７月 23 日に本委員会において、基準を決定しております。表に記載の事項

について審議する場合を除き、原則公開とし、公開又は非公開について個別

具体的な判断が必要な場合は、その都度判断することとしております。表の

中で「指針」とありますのは、「審議会等の会議の公開に関する指針」のこ

とで、県全体の定めとなっております。本日の会議につきましては、この委

員会決定に基づき冒頭より公開で実施しておりますが、本日は傍聴者はおら

れません。この後の議題３以降につきましては、表の１の「供給者からの苦

情を受理すること」及び２の「関係調達機関に対する契約締結又は執行停止

の要請に関すること」であり、個別具体的な事案の審議を行うことから、非

公開理由に該当するため、非公開とし、次回以降の会議につきましても、本

件申立ての受理を決定した場合における本件申立てに係る審議については、

非公開としたいと考えております。 

 戸城委員長： それでは、本日の議題３以降及び次回以降の本件申立てに係る審議につい

て、非公開の取扱いとすることについて異議ありませんでしょうか。 

 各 委 員： 異議なし。 

 戸城委員長： ありがとうございます。それでは、議事録の公開・非公開の取扱いについ

て、説明をお願いします。 

 事務局(甲田)： 議事録の公開につきましては、「奈良県政府調達苦情検討委員会の会議の公

開について」の４に規定がございます。本日の会議は、議題２までが公開で

あるため、議事録を県のホームページに掲載します。議題３以降は非公開で

あるため、議事録の作成はしますが、非公開とし、別途会議の概要を作成し

て、県のホームページに掲載いたします。 

 戸城委員長： ご質問等ありませんでしょうか。 

 各 委 員： ありません。 



 戸城委員長： ありがとうございます。 

 

（３） 議題２：「苦情の申立てを受理した場合の公示方法等について」の改正について 

 戸城委員長： 議題２「苦情の申立てを受理した場合の公示方法等について」の改正につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 事務局(甲田)： 規程集の「奈良県政府調達に関する苦情の処理手続」をご覧ください。こ

の後、個別事案の受理又は却下の決定について、ご審議いただきますが、受

理となった場合は、四の規定により、当該苦情に係る調達に利害関係を有す

るすべての供給者は、苦情処理手続に参加することができるとされており、

五の７により委員長の定めるところにより公示を行うこととしております。

公示の方法につきましては、平成８年６月 28 日に「苦情の申立てを受理し

た場合の公示方法等について」委員長決定をしております。 

資料１をご覧ください。今回改正を検討している内容でございます。改正

の趣旨としましては、国における取扱等を参考に所要の改正を行うもので

す。資料の２頁目に新旧対照表をつけております。細かな文言の修正なども

ございますが、大きなところでは、改正前の２（２）「苦情申立人の氏名又

は名称」について、匿名も可という文言を追記しております。匿名可として

いる機関に確認したところ、平成 11 年頃に匿名を可とする取扱いに変更さ

れております。これは、公示において、苦情申立人の氏名又は名称は必須事

項ではないため、苦情申立制度を利用しやすくするよう、匿名を認めること

としたとのことです。他府県においても、同様の取扱をされておりますの

で、今回、本県においても匿名を認める取扱に変更したいと考えておりま

す。 

 戸城委員長： 本件については、委員長の権限により決定することとなりますが、ご意見

などありましたらお願いします。 

 各 委 員： （意見等なし） 

 戸城委員長： 特にご意見もないようですので、事務局案のとおり、改正を行います。 

 

（４） 議題３：政府調達に関する苦情の申立てに係る受理又は却下の決定について 

 戸城委員長： 続いて議題３となりますが、先ほど決定しましたように、ここからは個別

具体的な事案の審議となりますので、非公開の取扱いといたします。 


